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ジョン・ミラーとフランス革命

田中秀夫

はじめに

フランス革命はイングラ γ ド，アイノレランドにおいてと同じしスコットラ

y ドにおいても，大きな影響と反響を引き起こ Lた。 wフラ Yス革命の省察』

(1790) のバークと『人間の権利~ (1791-2)のベイ γ の有名な論争が象徴す

るように，ブリテ γ の世論は二分された。革命支持派は概ねプリテンの内政の

改草の必要を確信したラディカノレとカントロ=政府反対派に属した。革命反;対

派はコート・ウィッグや地主貴族のような支配層と，ブリテンの国制の現状に

甘んじた多くの国民が属した。革命支持派は，当然予想されるように，知識人，

急進的政治家，下層民などの，体制に怒りと不満を持っか!3IJの価値をももうる

少数派であったが，しかし知識人の多くと急進的政治家は，やがてジャ=バ γ

独裁と国王の処刑に幻滅と裏切りを感じ，みずからの軽信の反省を強いられた。

その典型は「フランス擁護論~ (V同 diciaeGalicae， 1791) を書いてパーグを

批判したものの，革命の政治力学の展開についていくことができず，転向を余

儀なくされたジェームズ・マッキントッシ 1 の場合であ司た。

他方，一貫して草命と改革の大義を信じて，人生を重罪と引き換えたトマ

ス・ミュア (ThomasMuir， 1765-98)のような人物もいたo ミュ 7に代表され

る議会と国政の急進的改革論者をブリテンの政府が弾庄したのは，フラ γ旦草

命の原理のプリテンへの「輸入」を恐れたからであった。実際， ミュアのよう

なフラ γ 月革命の支持者は，フラン月革命の原理と，自分達が国内で取り組ん

でいる議会改革を始めとする民主化運動の精神は， 自由という共通の大義を目

指すものだ，と確信していた。
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ミュアはグラ月ゴウ大学でミラーの法学の講義に出席した。そして二人は，

スコットフ y ドのきわめて狭隆な選挙制度を緩和し，投票権者の枠の拡大をは

じめとする「民主化」を目指した丸コットランドの「人民の友」の会員でもあっ

てz ミヲーのミュアに対する思想的影響が当然推測されるであろう。水同氏に

よわば， ミュアば，グラ只ゴウ大学の在学中に，犬学改革を提案したジ豆ン・

アンダスン教授が学内保守派によって職務権限を停止された事件で，副学長パ

-!7と保守派に反対しアンダλ ンを支持する運動の指導者となったために退学

処分となったが， ミラーの配慮に土ってエディンパラ大学に移札民法教授ジ

，:/・ワイノレドの指導を受けた， という。そこで 2年過ごし， 1787年に弁護士

となり，改革運動に入ってい〈のであるが， ミラーとの接触の詳細はそれ以上

は分からないυ。

ア一月キン (Henry Erskine， 1746-1817) やフレヅチャー (Archibald

Fletcher， 1745-1828)のようなウィック。急進派はいうまでもなく，スコッ干ラ

y ドの啓蒙知識人は，当初は概ね革命を歓迎したようである。前述りマッキン

トッ γュ (SirJames Mackintosh， 1765-1832) はデュゴーノレド・ステュアー

トのι プィンパフ大学での教え子であったが，このデュゴ ノレド・メテュアー

トも，かれの師であるトマス・リードも当初はフランス草命の支持者であった

といわれるo 一見保守的なコそン・セゾス学派の総帥であるりードがフランス

草命の支持者であったtいうのは，意外に思われるかもしれない。アバディ-

Y学派の巨匠ピーティーもフラン月専1I;U政治の崩壊を歓迎した。エディンバラ

大学長ロパートエンも，革命の輝かしさにめまいを感じたといわれるへ とす

1) 刀田洋「スヨットヲン T啓蒙と市民革命ム 田中正司編 Fλコッ?ランド啓蕊曹想研究"
itl胃出版， 1988年， 288-9ヘージ。 Cf.Meikle， Scotland and the French Revolution， 1912， 
(Reprint， 196θ')， p. 107. 

2) Meikle， op. cit.， p. 49. 1788年から翌年にかけて，現地でフランスの政治を研究するべくハリ
に滞在したステュアートが草命に熱狂したとL、う事実と， リードがグラスコウ「自由の友」一一一
「人民の友」とは別である一一←の4人の軒事D一人であり，やはりアヲンス革命を歓迎した(j
C ステュアート=ロバートスン， 篠原久訳「精神のこり若吉アスカーエウスーートマスーリー
ドと O~ ーマトロジーの亡霊J， ~関西学院大学経済学論究.11 41-4， 1988年1月， 1l8， 126ベーワ
注〉という事実は，コそン・七ンス学派の，rt!，1:却自特質を考察するにあたって考慮されなければノ
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れば， ラディカノレとして有名であったミラーがフランス革命の支持者であった

としても，何ら奇異ではないだろう。では， ミラーはフランメ草命をどのよう

に受け止めたのであろうか。本稿が試みるのは， ミラーに即してこの間し、を追

究することによって，スコットランド啓蒙におけるフラン月革命の位置と意味

の考察に一歩迫ることである九

I ミコアの政治裁判

「わたしは，判決について述べて，法廷を煩わせるつもりはありません。あ

るひとは軽いと思うでしょうし，他の人は重いと思うでしょう。それは大した

問題ではありまぜん。というのは，わたしは死刑判決を受けていたとしても，

今感じているのと同じ心の平静を保っていただろうからであります。わたしは

わたしの意図の純粋吉を意識しています。しかもわたしは，早晩，支配的とな

り，最後にこの国を放うであろう偉大な，優れた，光輝ある大義において行動

し罰せられているのです。」り

「あなたがたの法廷に被告としてわたしが立っている真の理由が，議会改革

の大義に能動的に関わったためだとすれば，わたしは罪状を認めます。」ω

反逆罪で起訴された ξ ュアの裁判は， 1793年 8月30，31日の両日に，エディ

ンハラの高等刑事裁判所で，主宰者ロパー l・7 クウィーン，プラックメ、フィ

ノレド卿法務次官(かれはやがて「首つり判事」の異名をとる〉と 4人の裁判

官，へ γダーラジド則，スウィントンY同，ダンフィナン卿，アパーグロ γ ピー

卿によって行われた。起訴状朗読におし、て強調されたのほ，同主主政府に反対

¥、ならないであろう。

けれども』多〈のスコットランドの啓蒙知識人は当初は革命がフランスの政治と社会に温和化
をもたらすという希望を抱いたものの， 1791年に既に初期の熱狂は冷め，ルイ 16世の処刑された
93年にはほとんどが革命に反対するにいたった。 Cf.Sher， R. B.， Church aηd U削山内ityin 

the Scottuk Enlightenment， 1985， Edinburgh， p. 305. 
3) 前掲の水田論文でLま，ア A り'"市命とフランス散命という「ふたつOOm民革命的波にあらわれ
て，解消していく」スコットランド「啓蒙の解体と拡散」の榛相が描かれている。

4) AnOll.， An Account 0/ the Trial 0/ Thomas Muir， Edinburgh， 1793， pp. 130-1. 
5) Cited in Logue， K. J.， Popular Disturbances in Scotland 1781ト1815，Edinburgh， 1979， p.14 
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し，反逆する「扇動的演説と熱弁」を行い，そうした類の出版物を買っ C読むr

ように勧め，そうした扇動的文書を配布・流通させ，そうした著作を公共の集

会で読み上げて，聴衆を政府に反対するよう誘ったということであった。起訴

状は， 1792年の11月3日を挟む前後のカーキンティロッホ町教区での「改羊協

会」の集会から， 1792年12月11，12， 13日にエディンパヲで開かわした「スコッ

トラ γド全土人民の友の会代議員第一回大会 1 (First General Convention of 

the Deligates from the Societies of the Friends of the People through 

out Scotland) までのミュアの言動を跡づけて，かれの言動が反逆罪にあたる

ことを立証しようとした。そのなかで，幾つかの不穏文書が槍玉にあげられて

おり， しかもそれらからの引用文が起訴状の大半を占めていて体制・権力がわ

の関心を示すとともに， ミュアの罪状固めの困難を物語るかのようである。

ヘインの『人聞の権利』一一本書と反政府活動によって，ベイ γは1792年の

12月に反逆罪で有罪となり，本書は発禁となっていた が扇動的文書の最た

るものとされているのは予想できるところであるが，それ以外に，起訴状に登

場するものは， ~愛国者」第 5 ， 6， 12号 fベイリィにお円る多数の改革の

友によって広認された権利宣言と国民への訴え~， ~統治者と被治者の問の対

話~， ~九コッ l ヲンドの改革を支持する，タプリンの統 アイルランド人協会

からの代議員への訴え~， ~フランス国制の花』であったへ

判決は市民権剥奪， 14年のポタニー湾への流刑，財産没収であった。ミュア

に狙いを定めたのは，見コットラン下の法務長官で内務大臣のロパート・ダン

ダスであった。ダンダ只はピヅトの腹心として，反政府運動にたいして徹底し

た弾圧策に転じた政府の意を体して，まずスコットランドの改革運動の弾庄に

着手した。~統一アイルラ γ ド人協会からの訴え』を手にするや， I法務次長

と私は反逆罪の科でミュアを脆かせる決心をしました」と伯父〔ヘンリ・ダγ

ダスーーかれは1770年代から1806年までスコットランド政界で絶大な権力を握

っていたが， 1783年までは法務長官であった〕に語ったように，ダンダスは意

6) Anon.， op. cit.. pp. 2-28 
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図的に之ュアに狙いを定めた。そしてかれは，周到にも，ベイ γの教義に反対

を誓った「ゴーノレドヌミス・ホール協会J(i人民の友」と対抗した改革反対

派〉のメンハーを陪容に起用 Lた九 こうしてミュア裁判は検察の思い通りに

運んだ。ポタニー湾の風土と労役は苛酷をきわめ，長期の流jflJば亮牙11に等しい

と考えられていた正いう"'。

弁護士のミュアは，ペイ Y にもまして苛酷な処罰を受付ーたへ

「デイヴィッド・ヒューム男爵は，かれの「注釈』のなかで，プ、コットラ Y

ドでは1703年から1793年まで扇動罪の裁判はなかった， と述べている」が，確

かに純粋に扇動罪を裁いた審問はなかった。 11793年にフラン見草命から起こ

った重大な訴訟が始まった。それは司・1802年まで続〈が，すべての重要な訴

訟は1794年に終わった。J10l このへ γ リ・コバーンの発言に窺えるように， 93 

年から翌年にかけての弾圧は集中的であった。ミュ 7事件は93年に起訴された

7件目であった。前述のように，九コットランドの弾庄が先行し，しかも苛酷

であった。

ミークルの古典的研究は次のように述べている。 11791年のパーミンガムの

トーリーの暴動と，同年の民主主義諸団体の興隆は，イン FラY ドにおいてパ

ークとベインの著作が民衆行動に影響を与え始めた在査であった。翌年の中頃

になってようや〈スマットラ γ ドでも，ハ←スs アバディ γ，エディンバラ

で類似の傾向を示す暴動が起「っ介。その頃までに，見コットラ y ドの政治の

現状が年みだし， ~人間の権利』のような著作が育んだ，ぼんやりした不満感

が，今やデ・ファクトのスコットランド国王であるヘンリ・ダンダスに代表さ

れる政府の行為によって，よりはっきりしたものになっていた。スコッ tラン

ドに適用されるかぎりでの審査法の撤回を支持する請願の拒杏， 1791年の穀物

7) Logue， op. cit.， p. 14 
8) 'N"A春雄『イギリス保守主義史研究j，御茶の水害房， 1961年， 328ペ ジ。
9) 万「ーストラリアに統刑となったミ斗アは.1796年にアメリカ船に教われ，フランスに誼り歓迎
を受けたが，ほどなく投し士。

10) Cockburn， H.， An Examination 0/ the T1'ials fo1' Sedition叩 Scotland，18四.Rdinburgh 

Vol. 1， pp. 1-2 



86 (392) 第 141巻第6号

法，都市選挙区の改革と奴隷貿易の廃止にたいする反対，そして扇動的著作に

たいする布告の発布が，民衆の不満の炎を焚きつけたのであった。」ω

11 1780年代からフランス革命期にかけてのスコヴトランドの改革運動

(1) 改革運動の開始

フランス草命期に苛酷な弾圧を受けるスコットランドの改草運動は80年代に

始まる。その歴史を簡単に振り返ってみよう。同じミ グルによれば，スコッ

トランドの政治的覚醒はアメリカ独立戦争に遡る。 1779年頃， プリテン軍の敗

北が，国民のあいだに不信感を招き始める。例えば，その前年に弁護士会はエ

ディンハラに召集された連隊に軍資金援助を拒んだ。そしてその事実は，当時

スコットランドで最もよく読まれた Fカレドニア γ ・7 ーキュリー』が報じた。

「エディンバラ・パ Y テオ Y弁論協会」は，閣僚の更迭や，即時停戦を論題に

とりあげた。 1782年に， (ロッキンガム派に友好的な〉ヘンリ・アースキYの

率いる派は閣僚の更迭を賛美する動議を提出しようとした。グラスゴウの教会

会議などは，政府の節約案(行政改革案)を支持する請願を行った。 r旦コッ

ツ・マガジン』によれば， ζ の種の請願は合邦以来初めてであった。さらに覚

醒の証拠はカウンティとパラの改革にみられる問。

後者に関わる主要なパンフレッドが，自0年代に出ていることから知られるよ

うに，選挙制度改草運動は， 1779年に活動を始めたヨーグヅャー委員会の呼ぴ

持けに呼応するものであっ史。問題は，スコットラ Y ドの複雑で怪奇な選挙制

度にあった。すなわち封建的土地保右制度に基づくカウンティの選挙資格は

1681年以来固定され， i古来の課税標準でJ (すなわち中世の貨幣価値で)40 

シリング，あるいは地租委員の査定で一年につき 400スコットランド・ポンド

(.ll400 Scots=.ll33.6.8 English) の土地所有者以上とされていた。 しかも選

挙権は土地自体ではなく国王直封の土地という土地の優越性にたいして与えら

11) Meiklヘ可).at.， p_ 67 

12.) Meikle， op. cit.， pp. 1-3 
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れたために， 土地の譲渡操作によって容易に「文書寅族JParchment Barons 

をつくることができ，擬制投票権を生んでいた。合邦以後，議席争いが激しく

なったためにs この慣行は甚だしくなっていた。 1782年に，実際のフリーホル

ダーの数を擬制投票権者の数が上回った。 1790年の 2665人の選挙権者のうち

1318人が擬制であった，土言われるm。そうでなくても寡頭制的であるのに，

擬1M投票権が代表1¥l1をさらに挟隆にしていたわけである。現代の研究によれば，

投票権者はイ Yグランドでは成人男子の10人に 1人，アイノレランドではほぼ20

人に 1人，スコッ「ランドでは 100人中 1人以下であったという 1ヘ
改草運動の開始を告げたのは，キャノ Yによれば， rスコットランドの地主

紳士への訴え~ (1782)であった。以来， 各種の新聞や方々でのフリーホノレダ

ーの集会で論議と運動が展開されていく'"。ノミラの問題としては， {日jえば，

1787年に刊行された報告書は，市会の議員の選挙の私物化，公共の財産の譲渡，

非合法な借金契約，税の名目による不法な取り立て，市財政の悪月j，都市住民

の住居に兵隊を宿泊させる場合の不公平という 6項目のもとに，不平不満を分

類した凶。とのよ号に巾政の腐敗・寡頭制・乱脈財政・悪税等が問題であった

が，最大の問題は都市の議会代表制にあった。例えばエディンパヲでは，議会

代表の選挙に投票したのはわずか25人にすぎなかった。

(2) ワイヴィルの呼び掛けと運動の展開

1780年までに通信委員会を確立したワイヴィノレのヨークシャー委員会は，議

会と行政改苧を訴えるキャンベー Y を展開し， 1782年 5月にピットの議会改革

案が敗北するや 4項目の改苧を訴えた回状を出す。第4項に「名目・擬制選

挙権を廃止しようというスコットラ :/fのいかなるカウ Yティの志向，また国

告lの真の意図と精神に合致した仕方でその地域の議会選挙を規制しようという

13) Meikle， ot. cit.. p.lO. Cf. Christie. I.， Wilkes， Wyvill and Reform， 1962， London， p. 160 
14) Cannon， J _， Parli叩 lentaryReform 1640-1832， Cambridge， 1973， p. 108. 
15) Cannon， op. cit.， p. 109 

16) Meikle， op. ct"t.， p. 19. 
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志向」も文援するとうたってzn，回状は月コッ lランドの全ての市議会，シェ

リフ(執行官)，執行官代理， およびアダム・ファーガユ γやギノレハート・ス

テュアートのような知名人に送られた。ファーガス Y はスコットランドがイン

ク。ランド左同ーの選挙決を持つのは望ましい土返事に書いtcが，委員会の計闘

には反対であった。 G・ステュアートは好意的であった加。

80年代のワイヴィノレ〈かれはェディ Yバラ生まれであった〉がスコットラ γ

ドの知識人に働きかけた範囲は，調査の余地があるけれども，グリスティによ

ると， ワイヴィノレは，スコットランドの改草の指導者としては， ジョン・キャ

ンベノレ(JohnCampbell 01 Stirling)とトマス・マクノレーガー (ThomasMac-

Grugar)に特に期待をし， ヨークジャーの改革案と論議について十分な説明

をおこなうべく意を用いた。にもかかわらず， λ コットランドの支援を得られ

なかった山。 1760年代のウィノレグスによる反スコットラ Y ド・キャンベー γに

煮え湯をのまされた経験もあっじ λ コットランド人は3 改事者といえどもイ

ングランド人との連帯を避けようとする傾向が強かったとしヴ。したがってま

た「ロンド y通信協会」等の月コットランドへの連帯の要請も，歓迎されなか

っ式こ，.，。

82年にインヴァ不スジャーをはじめとする北部3州がフリーホルダーの集会

やもち， 8月には33州のうも23州の代表がプリンス・兄トリートのコーヒー・

ハウスで集会をもって，擬制投票権の廃止と選挙資格の 200スコッツ・ポンド

への引き下げを提案し，さらに討論をおこなうべくカウンティ集会に提案を送

った。 ζ うしてカウンティの運動が今度は都市の改革運動を刺激したロ改革運

動家のなかで最も影響力のあったのはエディンバラの弁護土， トマス・マグノレ

ーガーであった。かれは，ゼノン Zenoの偽名で， rすべての自由な共同社会

17) この4項目とりイゲィノレのョーグシャー運動白輪郭は，鈴木亮「ヨーグシャ一連合運動とクリ
ストフ γ ・ワイグィルJ(W市民社会の思想j，御茶白水害房， 1983年所収〉に簡潔な記述がある.

18) Meikle， op. cit.， p. 7 
19) Christie， op. cit.， p. 190 and note. 
20) Goodwin， A.， The FriendI 01 Liberty: The "F.ng[ish DemOCT叫 ir.Movement in the Age of 

the French Revolution， London. 1979. p. 2.82. 
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の多数派をー般的に成す中間の地位の」人々の選挙権を要求し，へ γ リ・ダン

ダスの連続 5選を許すような選挙のもとで「市民的自由」を享受しているとい

えるだろうか， と述べたロ

こういう動きに対応してワイヴィルの働きかけがなされたのてあったが，前

述のように反響はなかった。 1783年春の請願運動に加わったのは，わずかにモ

γ トロ ズ以下の 3ハヲだけであった。 1783年 5月のピットの動議の失敗はス

コットランドの改革運動を挫いた。カウ γ ティの改草提案l士強い抵抗に出会っ

た。川の足並みは揃わなかった L，かろうじてお年になって 4カウ γティの請

願が議会に出されたがs ピットの支援正しては遅きに失したし，フォロー・ア

ヅフ唱もな古3っ式三'"。

他方，都市の改革運動はより強固であった。 83年春の運動を指導したエディ

ンバヲのマーチャ γ ト・カンパユは早々に脱落したが，マグノレーガーの指導の

もとで， 84年3月にエディンパラで聞かれた大会には66のロイヤノレ・パラのう

ち33が代表を派遣した。市政と議会の改革についての 2法案を検討する委員会

は，議会に持ち込むには時期尚早だとして，個々の地区の意見を集めることと

したが，回答の回収は遅く， 85年のピットの動議の再敗北の結果，かれらは議

会改革を断念し，都市内部の改革に標的を絞った。しかし， この時期には，か

れらの代弁者を見つけることが既に困難であった。その任を引き受けたシェリ

ダン (RB. Sheridan， 17邑1-1816) の行動は遅かった。 グラ戸、ゴウの住民の

請願は1787年 5月に提出されたが，会期末とし、うダY ダスの口実に阻まれた。

翌年の自治都市からの46の請願もシェリダンの行動の遅れによって無に帰した。

かれは1791年と翌年にスコットヲジドD都市選挙区の改革案を上程したが，や

はり成立しなかったョダンダスが反対L. シr リダンはフォッ F月の忠告をい

れて提出を翌年お〈りにするというのが，儀礼化Lていたといわれる2九 1792

年 4月に法案は69対27で否決された。

21) Cannon， op. cit.， pp. 110-2 
22) Cannon， op. cit.， p. 113 
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(3) フヲ γス革命期のスコットランドの改革運動

フランス平命はベインを支持する多くの集まりを生みだしたL， i国制知識

協会J (年会費 5ギヱ-)のような以前から存在する団体を活気づけた。 1791

年にハーディは， 1週 lヘニーの会費の「ロンドン通信協会」を設立した。

1792年の夏にJ ジェリダン，グレイ，ローダーデーノレ卿 かれもまたミラ

ーの教え子であった たちは，よりラディカルな運動に対抗Lて穏健な改革

の道をさぐることを掲げて， IロV ドγ人民の友の会」を結成する。会費は年2

ギニー半であった，.，。大学教授と Lてはただ一人， ミラーが地方会員に名を連

ねた制。それにたいして，やや遅れて設立された「スコットラ Y ド人民の友の

会」は会費が安<.入会の資格制限もなかったので，民衆よりであった。その

点で， iロンドン人民の友の会」が議員，地主，専門職のエリ ト集団であっ

たのと対照的であって，むしろ「ロンドン通信協会」に性格は近かった加。

「ローラ Y ドの牧羊農業者のために道を閲〈土地の又借入と小屋住農の大規

模清掃に導くハイランドの経済変革，大きな都市でのベイン派の世論の急進展，

内国消費税行政の悪政，ロパート・ダンダスとへ γ リ・ !fンダスの支配への憎

しみ，パース /jlンディー，アバディーンにおける広汎な暴動とストライキが，

フランスの革命的スローガンと自由の樹の樹立と結びつき， 1792年11月に，月

コットランドの民主制の新形態の出現の前ぶれとなった。」 ζ うしてエディン

バラとグラスゴウを中心にして議会改草を推進する多数の民衆団体が生まれた。

1793年になると i月コッ lランドでは，不人気で高くつく英一仏戦苧にたい

する怒りは，イングランドでと同じく，商業と信用の突然の停滞とその結果と

Lての失業によって，さらに焚きつけられたω 物価上昇はますます厳し〈貧民

にのしかかったL.他方ハイランド清掃の犠牲者は， 1792年においてと同じく，

'23) Meikle， op. cit， p. 79. 
24) 山崎怜「クリストファ'ワイゲィルヘ白ンaン・ミラ の干紙J，r否)1に大字経済論議Jl40-2， 

1967年6月， 74ベ ジ注。 ミラーがワイヴィルと往査書簡を交わすのは，もっと後の1800年から
翌年にかけてであった。

25) Logue， ot. cit.， p. 11 
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やけっぱもで，暴動と治安の妨害の挙にでた。」加かれらもまた急進的団体の

陣営に加わった。

フランス革命は， とうして改革運動に加勢するとともに，他;与で政府の部庄

の強化を招き，やがて改草運動は様々な府余曲折をへて複雑な陸路に入ってい

くO その叙述はさしあたり， ミーグノレに譲ることとして，以上の背景のなかで，

この次期のミラーの言動を振り返ってみよう。

III ミラー，フランス革命を講義する

ミラーはグラスゴウ大学法学教授として， 1761年以来， 40年間にわたって各

種の講義を行ったが， 1787年から翌年の日付をもった「統治論講義」の残され

たノートに，フラ γス芋命についての特別講義が転記されている。第24講から

始まる「フラ Y スの政体」についての講義が27講まで続くのだが，それとの関

連で，多くは白紙の左のベージに 5ページ余りにわたってそれはノートきれて

いる。ノートというものが常にそうであるように，文章は断片的であり，十分

に整理きれてもいないけれども，主な論点を理解することは可能である2円。

「フランスの政体。 17820 /フランスにおける最近の革命によって樹立され

た政体について。」 というタイトノレ 1782年というのは不可解であるが， 内

容から見℃竿命の直後から92年頃のあいだの講義ではないかと想像される則

← -<J:)下に， ミラーは 4論点に整理して議論している。 (1)草命の原因， (2)樹 立

された政体の性質， (3)新しい国制にたいする反対論， (1)イギリスへの影響がそ

26) Goodwin， op. ciι， pp. 283-4， 286-7. 
27) MS Gen. 289. Glasgow University Library， Lectures on Government， 3 vo1s， 1787-8 

以下の引用は Vol.II， p. 32， 34. 36， 38， 40， 42から行う。繁雑を避けて，いちいも引用へージ
を記さないω テグストぽ，Jc田洋教授が提供されたゼPν クス コピー。引用文中町(ワ】は判読
不確実，困難または不誌を草昧する。/は改行である.

28) いちはやくと白ノ トに注目した水田洋民はj ノートが作られた後，翌年に書き加えられたも
ので， 1782年という6つは誤記だろうとされ，イグナーチェフは1792年Eみなしており，ホーコシ
センは文の調子と内静かb革命直後りも白と推定している。水田洋『社会思想史り杭 f ギリプ、~，

日本評論新社， 1956年，， 73ベ ク。 Ignatieff，M.，“John Mil1ar and lndivid日 lism"，in Wealth 
and Virtue， 1983， p. 329 note. Haakonssen， K.， .. John恥1il1arand the Science of a Legis 

lator"， Juridical Ret'iew， June 1985， p. 44 note 
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れであるo

(1) 最近のアヲンλ 革命の諸原因

「世界の歴史には，諸技術の進歩が民Jf政体を導入した多くの事例が存在す

る。しかし技術の進歩が専制支配を樹立した場合も，民衆政体が後に続いた。

フランスの現在の政体は，政治的主題に関係した C?)哲学の発展から生じた

ように思われる。政府への服従は一つの原理から生じる。 1 権威。 2 功利。

前者からは，キ権者はかれ自身のために統治する権利を，財産権と同じように，

持っているのだとみなされる。後者からは，主権者は共同社会の利益のために

特定の権限を委ねられた役人と考えられる。/これらの原理のうち前者は，大

部分の国で，大多数の人間のあいだで優勢である。後者は知識人が採用する o

イングランドにおける自由な政体の樹立は，専制政体の導入に先立ち，それ

を妨げた。その上3 それは主として宗教から引き出された。/アメリカの独立

は，巨大な商業的利害によって，推し進められた。民衆は，同時に，直接的抑

圧に脅かされた。/フラ γ 月草命は宗教的熱狂のたすけな Lに，また公共的不

平なしに生み出された。」

このようにミラーはフランス革命の原因を，政治哲学〔功利の原理)の発展

に帰し口、る。

C 2) 樹立された政体の性質

「最近の革命によって，政体に全面的な変化が生み出された。そして以前の

専制政治にかわって，君主国という名前の下でながら，雪わめて民主=的な国1IiU

が導入された。

立法議会，国王，および裁判所のあレだに配分された権力の主要部門。

1 立法議会。 745の成員からなる。(撲卑，破産者トー・ーのような若干の例外は

あるが〉全住民は特定の基礎的集会に組織される。これらが，全部で83ある区

分からなる選挙議会を選ぶ。最後のものが国民議会の成員を選挙する。 /C中
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略)/ この二段階の選挙は， 1 より十分な代表を可能にすること， 2 

賄賂を防止すること，を意凶している。

2 国王。世襲的継承によってその位を享受するo かれの義務の重大な違反の

はあいは，かれはよの位を放棄したものとみなされる。

3 裁判官ほ，時々，国民によって選ばれる。すなわち各区分の選挙人によっ

て。普通裁判所の数，その各々の裁判官の数は，立法権によって規制されるu

全国にたいして一つの上訴裁判所。/裁判官はその職務を 6年間担当する。/

注意，裁判宵が国王によって任命きれるとき，牛涯職務を担当するのが不可欠

である。しかし，国民によって選ぼれるばあい，事情はまったく異なっている。

/大臣の犯罪と国家の犯罪を審理する，高等国民法廷。/刑事裁判で任命され

る陪審。/国民によって指名される公的告発者。注意，イングランドのような

大陪審ほ存在しない・・・/不当な投獄を防止するための規制ー

4.諸権力。国民議会の。/立法，課税権と課税様式の決定権 C?)を含む。

/公共の出費の確定。公的行政官の監督/海軍と陸軍の数を年々決定すること。

/和戦の決定。注意，ぞれ自身の舞台設定の決定。

国王の。/若干の例外を伴う，国民議会のデクレにたいする停止権。/陸海

軍の統帥権をもっ。そして陸海の統帥権を授与する。 部の下土官を指名する。

/大使を指名する，等。/注怠J 国家収入の管理は国土に委ねbれているので

なく，国民議会の統制下におかれた様々な行政官に委ねられている。/王室費

は国民議会によって各治世ごとに確定される。」

以上が，政体=統治構造についてのミラーの説明である。民主主義の手続き

とできる細目へのミラーの注目は一一一逐一繰り返さないが ，記憶しておい

てよいであろう。きらに，以上との関連で， ミラ は重要な付言を行っている。

「このきわめて民衆的な政体の支柱として，最近の革命に伴った三つの規制

が注目に値するように忍われる。」第ーは， rすべての貴族身分，爵位，世襲的

ないし家産的区lllJの廃止」である。 rフランスの貴族は，高い抑圧的な特権を

もっていた。君主の権力を廃止した後，この貴族階級を保存するとすれば，愚
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かなことであろう。」

第二は， 1正規の僧職の廃止。僧族に中庸の生活を与えた俗人の優越。それ

に伴う下層の聖職者の暮らしの上昇。/ここで，宗教上の意見を表明する完全

な自由に注目せよ。」

第三に， i無遺言死亡者の相続における長子相続法の廃止。巨大な土地財産

の蓄積を防止することは，民主政治に不可欠である。」

この三点は，いずれも平等化を促進するものと Lて注目されている。

く3) かれらの新らしい国制にたいする反対

ミラーは多くの反対論のうち，最高に重要な二つだけを取り上げると述べて，

次のように反対論を要約して，それにたいして回答を与えている。

11. 古来の統治からの二つの大きな逸脱が行われたといって反対されてい

る。古い慣習を保持する利益。危険な革新。/回答 1 どんな逸脱が必要であ

ったかは，古い統治は何であったかをしばら〈反省すれば，明らかになるだろ

う。 1 国王の立法権。 2 課税権。税の抑圧。 3.司法権。国王はあらゆる

訴訟を思い通りに決定…。 o 4 執行権。裁量による投獄。スパイ。/回答

2 国王のこうした権力の再掌握を予防するのに必要。」

12 フランスのそれのような民主政体は，大国においては実行可能でない

といって，反対されている。/これは政治の著述家のあいだできわめて一般的

な意見である。それを真実と認める理由はない。 ιうした主題に関する経験は

きわめ C限られ亡いる。/回答，国王の威厳を支える資金がないために，君主

国は小国家に樹立できないというのは，認めることができるかもしれない。し

かし，だからといって，民主政治は大困では樹立できないというととにはなら

ない。/逆に， 自由は非常に大きな同家では保証きれないが，しかし民王政治

を手段として保証できる，左敢えて主張しようではないか。」

いかにしてか。ミラーはこの第二点について，得意の議論を展開している。

「君主国では国王が全ての公収入の処分権をもっにちがいない。そして国民
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の大きさに比例して，国民の富が同じなら，それから引き出される影響力，す

なわち収入はより大きくなるであろう。 /10万人からなる国家で，市民は2ベ

ンス(?)の率で税を払うとしよう。 5， 6百万人の国民からなる国家におい

て，同レ率で課税する国王はかなりの影響力を享受するだろうが，国民の自由

を危険にするほどではない。 /2千 4百万ないし 5百万人からなる国家では，

国王が絶対的になるのを妨げることは困難であろう。」ではどうすればよいの

か。 r立法部の制御白もとで，公共の貨幣の処分権を様々な部局に分割し，執

行権の異なる部門を異なる官吏のあいだに分割することによって，その危険は

防止されるであろうし，立法部の権威は国王大権の範囲に欠いているものを与

えるであろう。」

以上が第三論点の議論である。

(4) イギリスへの影響

「ヨーロッパの他の統治との関連で，最近のフランス革命の傾向について，

多くが主張されてきた。とりわけ，同じ国制をプリテンに導入しようとする傾

向をかきたてるであろうというのが，この国で一般的な懸念である。/しかし

この国の住民は誰もそうした考えを道理をもって抱くことができるとは思われ

ない。」ミラーの挙げる一つの根拠は， r概して自由に極めて好都合な，そして

国民大衆が長い慣用から強い愛着をもっている古い国制を，経験もなければ予

備知識もない新しい国制のために，放棄することは最高の愚行であろう」とい

うことであった。(もう一つの根拠は残念ながら判読できない。〉

こうし(，全体としてり ξ ヲーのフランλ 草命講義は，フヲンス革命とその

原理と新しい閏制に好意的でありながらも，イングランドとスコットランドが

それを模倣する必要を認めないものであったといえるであろう。ただしミラー

が草命フラ Yスに評価した一定の平等化ほ，かれがプリテ Y に望んだものでも

あった一一ミラーは1787年の統治論講義で初めて 3年議会制と「良い労働者が

毎日の労働によって稼ぐことができるのと同じ程の財産，年に20ないし25ポン
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ドをもった」企ての成年男子への普通選挙権を支持する， と表明した加。一ー

が，そのことはむしろ， ミラーが政治哲学者として，一貫した視点をもってい

たことの証査であったとできるだろう o 講義にフランλ革命ショッグあるいは

動揺のようなものは殆ど感じられないのである。ミラーがフランス革命に内心

で快哉を叫んだとしても，そのユュ 7:/スはミュアの場合と異なるであろう，

と確信をもって推測で雪る。冷静沈着な議論を支えているのは，ブリテンの自

由な国制への信頼である。やがてパークは同じ自由な国制士保守するべく，フ

ヲンλ 革命と急進主義者を弾劾するにいたる。ではこの時期に沈着でありえた

ミラーはその後ふ態度変更を強いられなかフたであろうかω

IV Wクリトーの手紙」

グレグは「ミラー伝」において， ミラーとフラ γプ、草命にふれて， こう述

べている。 iフランス革命はミラー氏の注意を釘づけにしたし，その最初の展

開はかれの虫のよい望みをかきたてた。フランスは，国王の意志と，貴族と教

会の結びついた権力に，有効に反対できる状況にあるか，最初は疑問としてい

たので，かれはその素晴らしい企てが自由の友の破滅，社会的不正の悪化に終

わるのではないか，と恐れた。 ・憲法制定議会がすべてのそれまでの制度を

一掃したその猛進ぶりを嘆いたし，あるときは明笑ったけれども， しかし，こ

うしたことはある場合には，根深い失政からは不可避かもしれないし，民衆の

熱狂を維持するのに役立つかもしれないと，かれは認めた。現聖職禄所有者に

たいして等価を与えない教会財産の没収を，かれはひどい不正行為として，非

難した L また民衆が慣れ親しんできた階級区分 をの影響力によヮでかわし

らは多くの逸脱を侵すことを防止されてきたのかもしれない一一←を，性急かっ

倣慢にも全廃しようとした国民議会にたいしてかれは弁解を与えることもあり

えなかった。訓練されていない立浪者の未経験と，向由にうぶな国民の性急さ

にたいしてj かれが大目にみるべきだと考えたのは，廉直からの僅かな逸脱と

29) Le('. t.ure~ on Government. 1787-8. Vol. 3， fol. 18 
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危険の小さい実験の場合だけであった。J30J

革命の初期段階に起こった暴宣言Jのような「行き過ぎ」を， ミラーほど嘆いた

ものはいないだろうし，それが恐怖をかきたて，惨害事f撒き散らす傾向を持つ

ということをミラーJ王ど確信したものはなかっただろう。 Iそうした行き過ぎ

が自由の大義にかんしてヨーロ γハの全体で引き起こす憎悪と，古来の車放を

持ち応えさせるそれの強力な影響を，だれもミラーほど卜分に認識できなかっ

たであろう。 Lか1.-.民衆の怒りと復讐の全事例をかれは嫌悪したけれども，

かれは隷従から自由へのかくも前例のない変化にあっては，若干の行き過ぎは

不可避的と認識していた。そしてたまたま起こった動乱において，かれは時折

の残虐行為に驚く以上に，民衆の全般的な愛国心にいっそうしばしば心をうた

わしたJ3D0 

グレグはJ ミラーの一貫性を主張しているようにみえる["プランスの共

和主義者のかなりの暴力と，他方，新しい回申Jの形式に従ってその精神をはく

らかそうとL寸宮廷の明白な決心は，やがて，善良だが愚かな国主を王座から

追放しJ 外国の勢力による征服という最も差L迫ヮた危険に祖国をさら Lた。

プリソ派の動機と性格lこ心からの敬意を抱いていたミラー氏は，活力と連帯と

資金の不足を，非常に残念がった。というのはそのためにかれらは外敵とも国

内の敵とも戦えなかったからである。幾度も裏切られたのち用心深くなった民

衆が，遂に，その残君、きゆえに憎むべき，しかし，有能で，迅速芭，精力的な

_riJt;派の腕のなかに飛び込むのを見て，かれは決して驚かなかった。ロベスピ

エーノレの執政を血の文字で印づ日た不快で凶悪な光景をかれほど心から嘆いた

ひとはいないであろう。しかしそうした残虐行為にたいするかれの戦傑には常

に，ヨーロッハの国王たちの結託にたいする極めて激しい憤りが伴っていた。

というのは，かれは大陸の戦争，プリソ派の解体，そして，それ自体し、かに恐

ろしくても，国家の解体，あるいは全面征服に対決する唯一の手段として提示

30) Greig， J.， An Accottnt of the Life and Writings of the Author. prefixed to The Origin 
01 the Distinction 01 Ranks， by lohn Millar. 4 th ed.. 1806. pp. cxii-c:x.iii 

31) Ibid.， cxiii-cxiv 



98 (404) 第 141巻第6号

された つの体制への国民の黙従を，ヨーロッパの国王たちの結託のせいにし

主こからであ答。J32)

ミラーが，立法議会の左翼で文筆家3 弁護土z 教授からなるブロソ派をある

段階まで支持していたというのは，あわろ呂ことであろう。 r総裁政府の痴愚

と強欲が最高の軽蔑をかき立てた。そしてミラー氏は，ポナパノレトが最高権力

についた手段を肯定するどころでなかったし，またかれが確立した国制を是認

することはさらになかったけれども，この新しい革命は，それ以前の不手際に

よってほとんど不可避とされたというととを認め，全般的平和時での統治の改

善を頼みとした。」回

ミラーに親しく接した甥グレグの解説は，革命の政治力学についてのミラ

ーの認識に注目している。確かに， ミラーは革命フラン1 に共感をいだいてい

たと思われる。しかしミラーは，感情に溺れずにその前途を冷静に注視した。

人類の自然史を描き，進歩と自由の大義に与したミラーが，フランス草命を対

岸白火事さながらに傍観するはずはなかった。ミラーの胸中には熱L、共感があ

るゆえに憂慮もまた深かったと思われる。まして，ァロテン政府が革命フラン

λ に干渉し，ア γVャン・レジームへの復帰に加勢するなどということは，

ラーには許し難い越権行為に思われたであろう o

土の上うに考えてよいとすれば，匿名者の『グリトーの手紙』は，レーマソ

と山崎恰氏が断定したように， ミラーの作品とみなして差し支えないよ号に思

すっオもる'"。

紙数の制約のために， wクリトーの手紙」の分析は断念Lなければならない

32) Ibid.， cxv-c五V>.

33) Ibid.， cxvi 

34) Letters of Crito， on the Causes. Objects，叫 d 口'onsequences，01 the Present War， Edin-
burgh， 1796. 最初『スコッツ・クロニグル』に連載された (3 月 ~6 月) 15遇の手紙からなる
このハシフレットは， 1792年末の会期のフホックスの発言 審査法廃止と議会改革Dため行動
を再閣する。ヨーロッパ戦争を避けるためにフランス共和国を承認せよ一一ーへの支持を表明した
フォックスへの献辞をもっており， ミラーの作品であることは確かに思われる。吉しあたり，山
崎怜，Wクリトゥの手紙』についてJ(1ト(札 『香川|大学経済論議0034-5. 6， 35-1， 36-2， 1962 
~3年，を参照されたい。
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が，ぞれが対ソランλ干渉戦争の原因の究明をテーマとL，フラン月革命政府

の政治的行き過ぎ←国主暗殺 を反草命勢力の干渉に由来するものとする認識

を示L， そうした干渉の真の狙いは本国における議会改苧運動への牽制にある

と断言している点を，記憶して台こう。も f士や論証する余裕はたいけれども，

ミラーは久ミスに深く影響害すした自由ギ義者として，一貫して自由の大義にコ

ミヅト L続けたように思われる。ある程度の社会の民主化なしに，自由な社会

はどうして可能であろうか。

1780年代以降のミラーの中心問題は議会改革であったといってよいであろう。

フラ Y ス草命講義にもそれは診み出ていたし， wタリトーの手紙』は文字通れ

第 2節で跡つけたような議会改革論の文脈で書かれた，プリテン政府の批判で

あり，フランスの自己決定権と民主化の擁護論であった35'。

1988年 5月8日c7月加筆〉

尚本稿は1988年度文部省科学研究費一般研究に基づく胡l究成果の一部である。

35) 80年代ι降りミラーの政治思想1-::';急進化とシゲイツグ・ヒューマユズムヘ百回帰をみるイグナ

ーチェフの解釈は，鋭い骨折を含むが，行き過ぎであって， ミラーの議会改革論は主著にみられ
る自由主義の必要宇治帰結だとするのが妥当であろう。イグナーチェブの解釈についてはさしあた
り拙稿「νョン目 ξ ラ にお付る「科学」と「政治JJ. W甲南睦済学論集.s28-4， 1988年 3月を
参晒叩


